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束アフリカの園内向け農産品

マーケッティング・ボードの’性才各
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はじめに

これまでになされてきた農産品マーケッティン

グ・ボードの研究は数多いが， その多くはマーケ

ッティング・ボード研究のー盟塚となった P.T. 

Bauerの WestAfrican Trade (1954）を初めと

して輸出用農産品を扱った i：のが多かった。 これ

は発生史的に見て， マーノァッティング・ボードの

多くが第2次世界大i設中に， ！日イギリス領植民地

どイギリス本固との一括質付制度遂行上の必要か

ら設立されたものであり， したがってイギリス本

岡に必要な食糧および原材料を対象として造られ

たものであったからである他！＼戦後もこれら輸

出用農産品マーケッティンゲ・ボードは，世界市

場価格の変動から生産者価格を切り離すことによ

って安定化する機能や，輸出税あるいは抵生産者

価格によって得られるボード余剰金を強制貯蓄す

る機能，協同組合育成の機能等一連の，場合によ

っては相互に矛盾する機能を負った多目的政府機

いい土口
だ間 ぉ夫

構として存続し， またその数は現在ますます増加

しつ~）ある。

これに対して国内向け終種品マーケッティング

．ボードは主として海外の安い農産品との競争か

ら闇内生産者を保護する同的で設立されたもので

あるが， その総数は比較的少なく，輸出向け農産

1¥i'，のボード研究に見られるような経済開発との関

連でl:lsJ内向け農産品ボー iごの問題が議論されたこ

とは少なかったし， またその現存するボードが理

念ではなく現実にどのような役割を果たしている

かという実態の分析は今までにあまりなされてい

ないように思われる。

この小論は，ケニア，ウガンダ，タンザ、ニア

(1%4年にタンガニーカとザンジパルがf.rH,1965年

にケンザニア連合共和国と名／－；けられた）の 3国から

なる東アフリカ地域におヤて主要な国内向け農産

品である，j、麦， トウモロコシ， お上び酪農品を選

び，この 3商品の販売機構の歴史的な変還をとら

え， その上に立ってこの地域の閣内向け農産品マ

ーケッテイング・ボードの性格を明らかにするこ

とを試みるものである。

ここではマーケッティンゲ・ボードという言葉

を J.C. Abbottと H.C. Creupelandtの次のよ

うな定義づけに則して解釈してゆきたい。すなわ

ちマーケッティング・ボードとは「政府によって

設立され，第1次農産I守1あるいは加工された農産
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Ⅰ　歴史的背景
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ここにつ山戎にまたがる統一市場にケニア産の撮

若村iu:U'f品の供給が行なわれることになった。

以上のような関説保護のもとでの温帯性農産品

11,7，内生産者および取扱者；二社し法的’ょ強制をなす

壬れは運営費権限）、 ＇fえられた公的団休てあるに

ケニアにおける小愛生産の生産滑大の例として，

の｛申び全見たものが第1表である。

五/i';Jj主rげこめ生産物に課税すること山九；コ強制の権
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および法

( .•. 1 ) 京アフリカに＇： 1.:, :¥1'iil"1,P主人モマー

ケッデインク・ボード設伐に関しては1:1；仙「：；i己i火リト

界大戦と束アフリカ長必物H＆先機構の変化J，『アジア

経済JI,fl{1和41作件・12JJ＞｝量産Jl!:l-。
(It 2〕 J. C. Abbott and H. C. C‘reuヮelandt,

Agriα・dtural kfarkl'fing Boards: Th刈r l~stah 

I isl,川円1tand Oρrratioノf iへ（） 1¥1,, rl川tin~： Cuide 

¥.o. G、Romム 19fi6,p. l 

• i りii'fi JI! 1J Iを行なうボードを；＇；；－む；

,, ' Jヒ
I J H干すと

Tari.ff. 

これに対してウガンダおよびタンガニ｝カに不

第2次大戦前の発展

東アブリカ 3国には長し、対外共通輸入関税と域

内商品自由移動の歴史がある。 i簡が現われ，］929年に三地域の代表からなる関税

協議会が聞かれた。

ケユアとウガング

このときウ：ゲンゲが表明したE予の間関が統一されたのは］（l17'f・.1＞二とであり，

すなわち不目；むというのは次のようなものである。かにドjーのもンザ二一カの関税が他の：j忠域三

その見返りとr'7ヴ〉内士輸入関説収入を失い，東アフリカ

ーヘ入植者が多

く，いわゆるホワイト・ハイランドといわれた高i也

"'] I~ 1[ • Jたのは 1927年の二？：でふら

［ての安111!1で 1－分な物資供給を受けるということ三11n域の中でもケニアl士三一ぃ

パi例をあげれば限りがないが，小麦粉，もtr..¥i '" 

げられるであろう」 υ主3）。

ぅ一三プ産l日l保護に関する以上のEうな対立は，

tll界恐慌の波が押し寄せて来fこ19'.lO年に開かれた

東ア 7 I} :JJ三地域の総督会議で一応の妥協を見

チーズおよびバターが主要な例としてあンコ地域で温帯性作物（小麦，大変，トウモロコ γのの

また酪農経営を導入したというlλ農場を経営し，

他 －r，熱帯性農産品中｛.、れでi也Jj,~ ,i. i土非常に5更ー守戸、

＼、

ケニア政なった設業の形態をとることと JなJ 人に

これ府iJ:ヨーロッパ人入植者全保護す！：；／このに，

この会議で対外共通関税率の上昇は一応回避1-
3」 nlう温帯性農産品に比較的治1＇本山輸入 ni税を課した

対外共通関税のシステムが存在したことによ その代わりに留保関税（Suspender!Duty）を

このためあ

限を持つ勧告ボードないしは産業振興ボード，

産者や商人の市場販売を規制し使宜をかれらに捉

供ナる権限を持つボ一人幾多の行政的方法によ

り｛ii！附全安定させる権限EVi／》ぷ』：f

fi'J l%1i cl,りるいは他の商企主と競争，.： ）もとに自己の

され，

課すことの向由が各地域に許された。

カミ，

り，ウガングおよびタンガューカもこれに／r.らし、，
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る商品には一定不または一一定額以内の留保関税を

対外共通問 H~ にらわ来せすることが可能と h d 》

た3 け〆J きkく留保関税引湾入itウ力、ングとケン

ゲニー力引間f~率をすえおき，，J 、去、 ;J、友粉，パ

7ー‘チース、；二／）：，、てケ二アが他の二地域より高

1.、輸入問税を課十倍果どなったのであ乙（守 11,,

1ぜlfil i恥ii佐；ご力11えてケニアのtfuHl：：性五＼iit'11n'以上， 東

アフリり小鉄道貨物運賃iこ｛氏部門！－可産品レート

(Country Prnduc:c I＜汎tc引をi直｝甘する二とに工って

保理されてl、た iiJ 5＼ 二の差別的鉄道運賃JFz'.:Wも

17ガンヅJj上びヤンガコー力の J文！苧（I)(i）であ ι 〉た

がう第2次大；rrH1ifはその~同；ま実現された，トザ〉た ο

以上のような種？の保護政策の Lとで、 ヨ－：，

パ人入航者；：上る1/ul;;iH'l:：農産日：生産tt 初、大して

¥ ' , ' ／二iJ', 三；／Jを1放しく，；，き〆日 pナ二；Y, !; , , I 9'.!9 {I 

；こ始主；：， ltl:'N(r,J;¥f&；＇，子恐慌であ

東アつ I} I；におl、ては， アフ；！な人：立＇!/titL、ま

／：＇；二斗： 1'Hf/r(tJ，＼：叶十件が強し ,., ：：／ンゲの工うに

7 7 1) ，り人小誌に仁る商品作物（1"1＼／ヒ）内正主すが

始主＇）てきて l、る場所もあったが， 総じて商，＇u',t¥

；芹lこ組み込まれた1主｛；－は非常にft1か＇）たといって

よいであろうの土地も共同体的所ff形態をとり，

金貸しに負佑を負う農民七存在しよEか，－， f-_ ( ii G ',, 

二;Jlに:71＇.＿，てヨ－ '" ＇／パ人入植 (fi土多額の借入

金に上る資本投下全日出ならびに植設，機械に品i

して行f仁J ｝どおり (ii7 ¥ その4＿荷物frlli絡の芯yt；二

tr-Jる抵抗力パ非常に＼J¥j，，くに場にあピノたのしかし、

ヨーロヴノJノ人入植千f：上、片時のケニアにお：、て強い

政治力を持っていたので〔ns Kメ／ニア政府を動カ‘

して種々の救済策を試みたっ

なかで‘も立要な救済策と考えられてヤたのが J一

産物販売機構の変革であ－＿：，たっ 1920年代にはケ二

アグ川、支は東アフリガの需要をほぼ満たせるほど

になり、 卜fう壬 ¥1 :-iシJ.s工び院長S／，特；てノミ今一it 

むしろ輸出向けとして海外市場に進出していた。

この時期の農産物は白由市場で売られていたわけ

であるが，経済大恐慌によって海外市場の価格が

ドがると，保護関税で守られた東アフリカ域内市

場での販売が海外市場ーよりも格段に魅力のある市

場となった。

しかし域内1W坊は考えられたほど大きなもので

はない。人11が大きくなL、うえに 1人当たりアフ

I} ,'J人のR'fii',i1需要は非常に低かったからである。

このような条件下で、域内市場で、競争することによ

り生産者価絡が下がった場合最も不利になるのが

ヨ一日吋ノ：人入植者たんであったの このためかれ

らは店己の生産する農産品に関する販売機構を政

府介入によってー元化L、 そのj軍常の実権を握る

ことによって域内市場への供給量を「l己に有利に

fl,IJ限しようとしたのであったJ 二の経過を（1）小麦，

12）トウモロゴシ，（3）陪農，＇，／，に／丸、て見てみよう c

(1）小麦

大恐慌前O)2年間は小麦生産量が急速に｛申び，

将来輸出に向かうことが予想されてし、たが， 海外

di場価格の下落により小麦生産者は作付面積を縮

小したのこのため第 2N.に見られるように， ケニ

アの小麦収機面積；土 1928/29年度のお万 2951ヱー

カーから 19:)2/3：~年度内乃万 0114ヱーカーに減J》

た川9'oこのため小麦の供給が域内需要（古川をiご

同 I'), 4:_j.l筆者価格は急速に回復した。

小麦〈ハ生産ーはこれまでほとんどヨーロ、ソノ；人入

i武者のみによって行なわれており，恐慌以前iこは

ケニア1立務局もアフリカ人小農に小麦を導入しよ

うξして種子の配布を行なってし、たが， 1931年以

降はそれも事実上停止してしまったほJJ)。ヨーロ

ぺ人入品ti.者はケニア農場主組合（KenyaFarmers 

ん sociationLtd.--KFA）とし、う大多数の小麦およ

びトウモロコシ11，産芦を会員に持つ強間な協同組

3 r 
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合を組織しており，櫨民地の境を越えてタンガニ

ーカの少数（T）ヨーロ内パ人入植者－も '.2:Liとしてい

た。こ （！〕KFAがヨ－~ ; I ソペ人入綾tiiこk~：，小麦

およびトウモロコシ流通改革運動の推進団体とな

るのである。

1930年にケニア政府；土立法審議会にじた‘って，

小麦販元松（Salesof ¥¥'11ea t Ordinan肘，［川（｝）を通

過させた。この法によれば，総督が，］、変販売のた

めの代理業者を指定しメ？でノl、麦生産千？けこの代理

業者のみに小麦を売る二とができ， 主た代理業者

は提供された小麦は必子貿わねばならない。販売

代金はプールされ，同一品質の小麦には同一価格

が代理業育によって支払われる。す〆、・cu，製粉業

者は登録制止なり， j¥:JIJ1'l1tによっ：小A:1／，荷己分

されることとなった（出12＼そして代理業者には ~li

然のごとく KFAのみが指定されたのである。

KFA；工l汁'27年に u口氏aIλd.とLベ製粉誌を始

めていたが，小麦販売法が lマ.ngaLtd.を強め，他

の製粉業者を買収合併して独占的地位を確立する

のに役fこっ ！こことは否定できなし、。 Eno1cr・.，こはア

ジア人系所有のものをf，：む 10企業が1111中；J主菅とし

て存在し五いに競争していたが， 1938年には Unga

Ltd.はほとんど独占的な地位につき，東アフリカ

の小麦粉＇f;'B'.の95%を喫粉トるに至，' t三 '1i::1a 

この）！！；1＼；二対抗するためにアフリ ！J人11で医の小

麦を利用しようとしたインド系アジア人企業家が

いた。 El'N年にケニアウ法審議会で一議問より，ア

フリカ人生産の小麦Iニサ、支販売法の例外制定を適

用して，代漣業者を過さなし、でアジア人系製粉業

が買い付けることができないかという質問があゥ

た際，民務局長は「そのような措置をとれば今該企

業は不、守に？与をし他n製粉長者に不公、Vとえよるか

ら許可できない」と答えている川14）。したがってア

フリカ人ノト農はKFA以外の流通径路を使〆）て小麦

32 
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（注〉 ホKFAプール価格平均。

（出所〕 Kenya, Report of the Economic De-

71elopment Committee, 193.5. 

Kenya, D,j•t. 。f Agricult"' eλnnual Ref’orts, 
1934～1939. 

Kenya, ,1gricultural Census, 1934～38. 

K. F A., Dirertors R,・j’ort and Summary of 
Accounts, 1928～1939. 

'Li［販売を和める二とはでき！cかったのであるつ

(2) トウモロコシ

トウモロコシの場合は小麦と異なり， その生産

門大部分がア 7 IJカ人小農によるものである。 ト

ウモロコシが東アフリカにおいて、 それまでのヒ

エ（millet）やモロコシ（sorghum）にしだいに取ゥ

てかわって主食用穀物となってきたのは今世紀に

I u、ってからのことである。 J9]0年代までには今

二fではほほ全士、 タンガ二一カ；こおいて i(，広爺i 

なtffl分でトウモロコシはアフリカ人の主食となつ

；~，う

干一トの果たLた1交手Flは， 大きかったと考えぶれ

る。ヱステートで雇用する労働者に対しては例外

なくトウモロコシ粉で作った食物が支給されたか

らで， これが味をおぼえた移動労働者によってI'!

己の畑に作付けされるきっかけとなり， またヱス

テート近辺の小農が商品化のためにトウモロコシ

it~産を始めたと息、われる。 したがってヱステート
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の少ないウガンダでは， トウモロコシが主食とは

ならたかった。

ヨーロッパ人入植l'i"nトウモロコシ生産ぷ急速

に伸びたのは， 1922年に経済および財政の調査に

あたったポーリング委員会氾owringCommittee）が

ケニア政府に対して， ケニアの輸出明大と鉄道の

貨物を湘大させるために， トウモロコシ生産を拡

大することを勧告して以来のことである。第3表

に見られるように， ヨ一口、ソパ人Iこよみ生産量は

急速に士山111－ているが， J931年まではその大部分

が輸出に向けられていた。その輸出の扱いはKFA

によってなされていたのである。

大恐慌は二のヨーけ、ソベ人生産者の来鵠的な輪

出向け生産への指向乞くつがえした。 1~129 年にK

2規格の輸出向けトウモロコシの駅渡価格は l袋

12シリングであったものが 1930年には i袋1シリ

ングに急m；した（注目）。 lソ幼年12月にはケ二ア政府

はトウモロコシ問題処理会議を開き対策をねっ

た。その結果は 1930/31年度の輸出向けトウモロ

コシの価格にうわ乗せする価格補助金総額10万

剖00示ン｜ごを政府が支出することになった。その

他にも鉄道運賃の割引きや検査料の割践し等種々

の救済策が講じられたのである（注目）。

ヨ一口、ノノミ人入植者はトヴモロコシ点小麦と同

じよう iι臥完機構を一元化し， 売上金を： fーノレし

て生産者に支払うべきだと主張した。 1935年の経

済開発委F fl会（Economi

報告書；土この主張を支持し次のようトこ：主ベて～、

る。 「KFAのように輸出トウモロコシの90%を扱

うような団体がある場合には， その団体のメンパ

ー以外しη生産者はメシノミーより高い利益を得るこ

とができら。……非メンノいは全量を悩格じり高い

域内市場で売り，輸出市場の低価格の負担を全然

になわない。アフリカ人生産のトウモロコシはほ

ぽ全量がこの範囲需にはいる」（注17）。ここに明白に

見られるように，販売機構一元化の構想、の実体は，

アフリカ人生産者にも輸出市場向けの相対的な低

価格販売を負担させ，域内市場へのトウモロコシ

供給を減少させて， ヨーロッパ人生産者iこ域内市

助への進出をJlゐったものとし、うことができるであ

ろう。

この線にそってトウモロコシ管理法案が作成さ

れ， 1936年；lJl24日付けの官報；：＿-.般討議のため

の宗として発表されたが， これに対しては反対が

強くけっきょく実現を見なかゥた。 トウモロコシ

はアフリカ人の主食であるため政府内でも安価な

主食確保に大きな関心が払われており，またコ一

仁一， サイザル麻等のヱステート所有者から，同

擦は労賃を上げるものであるとの強い反対が出て

いたのである（注18）。

トウモロコシ管理法が実現しなかったため，

KFAは市場でアフリカ人生産のトウモロコシを買

い付けねばならなかった。このようなKFAの要請

もあり， また:{E来の輸出向け農産品価額の低iごを

なんとかして他の農産品輸出で補わねばならない

という政府からの要請もあって， 1935年には現住

民農産物販売法（Marketingof Native Produce 

( lnlinance, 1935）が成立したっこの法令はウガン夕、と

ケンガニーカに 1932年に制定された同接の法令と

ともに（注19），アフリカ人生産のある種の農産物の

買｛、］＇入を許可制にし， また質｛寸所をおく場所を決

める権限を総督に与えて，農産物を扱う商人の数

を制限し， ある場合には地域的な独占買付許可証

を与えて競争を排除し， また検査を強化して品質

を改善し， それによって輸出を拡大しようと意図

したものであった。この法令によってインド系ア

ジア人が農産物の取引から排除されるとして反対

摺動が高まったが（注20），実際には既得権を得て多

33 
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くのアジア人商人の立場はむしろ強化され，アフリ

h人は新規参入の道を断たれて襲産物流通部門に

ほとんど参与できなくなる結果になるのである。

ともあれケニアにおνてはトウモロゴシが同法

による指定農産物に含まれ， KFAは独占権こそ得

ムれなかったが，地方行政区所有の食店の使用等

政府の便宜的なはからいもあって， アジア人商人

と競争しながらアフ 1.fり人生産のトウモロコシの

第3表 ケニfのトウモロコシ総出とヨ～ロッメ人

入植者によるトウモロコシ生産（1920～40年）

l~~J；組ヨーロッ｜全輸出量（全輸出現明輸出価格
年｜面積1）「♀h生産I'" I'"' / F. 0. B. 

I _ , _ J1c1000袋＞I (1000袋＞I(£ 1000) I（シリング／袋）｜（叫エrJ I I 
1920 I :12 1 :m I 188 1 114 12.1 
1921 I 31 . 165 29 , 15 10.3 
19221 S7 339 ' 217 ' 146 13.5 
E123I 75 518 490 :!50 10.2 
19241 107 837 652 381 11. 7 

19251 mo 893 683 1 417 12.2 
1CJ26 ! IS8 リ27 5却 :!Bl 10.8 
1CJ27' 178 1,:n5: 1,001. 劫6 10. l 
1928 111 1,089 I 500 I 306 12.2 
1929 205 1 1,099 , 434 1 :no 14.3 

lリ30 2:i4 l ,859 J ,245 長66 9.1 
1931 j 201 1,650 420 8.1 
1932 161 763 289 118 8.2 
1リ33 lfi4 l, 140 635 213 6.7 
l'l34i 113 747 246 105 8.S 

1935 n. d. n. d. 671 185 5.5 
I ,012 813 233 5.7 

]')37 n. d. 口 d. 必8 199 9.8 
19as; 11:1 968 660 259 7.9 
1939 • n. d n. d. 568 I 22:1 7.9 
l (140 什4 lil8 , 204 103 10.1 

（注） n. d.はデータなしを表わナ。
(1) 友示の年ピ終わった穀物年度（cropy芭ar）に

よる。
(2) 正確にはケニアおよびウガンダのトヴモロコ

シ輸出量および輪以！額，しかしこの時期にウ 1l

Lザからの輪出はネグリジブノレ。
（出所〉 Kenya, Agricultural Census, 1920～1934, 

19:16, 1938. 

Kenya, Food Slwrtagrc Co知川issionof En伊 11y

Report, 1943. 

Kenya, Ann川 IRef，οrt of Agriculture, 19：！：！、
p.9 

Kenya, Blue Book, 1926～1938. 

Annual Trade Reports of Kenya and Uga到da,

19:'l8～1940. 
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買付を増していったのである（／＼：21)0 」二の結果，ア

ブリ力人生産のトウモロコシの商品化；主著しく促

進されたが， これを表わしたのが第4表である。

~4 表 ケニアのアフリカ人小農によるトウモ口ゴシ

生産の商品化（1936～40年）

I I Centr.1¥ Prov I , INvanza P ・ :el I I 
年 I J ＜検査数量） /(D附 ict外へのけ ii 

1 c1000袋）｜吟品。袋） ' I (1峨）

1s1 I 1so I :i:11 
247 l 193 I 品40
314 : 384 I 698 
400 I 326 I 726 
556 I 176 I 7:12 

（出所） Kenya, Food Shortage Commission of 
En,1uiry Report, 1.943, p. 10 

(3）賠農品

ケニアにおける酪農製品，特にパターおよびチ

ーズの製造が始まったのは 1912年のことである。

1928年までにヨーロッパ人入植者の酪農協同組合

法 3団体存在し， おのおのが酪農品加工工場を持

っていた。大恐慌が襲ってきた 1930年にこの 3団

体の什併が決まり， 1931年 2乃1日をもって，約

300人のメンパーを持つケニア酪農協同組合（The

Keny《1Co・operative Creamery Ltd.ーι 略称、 K仁C〕

として統合発足した（注22＼当時Kα会員以外にも

酪農経常を行なうヨ一日ッメ人入植者も多く， ま

た当然ながらアフリ力人牧省民は飲用牛乳を自給

自足しており， その余剰は他のアフリカ人あるい

はアジア人に販売されるようになってきていたと

誇えられる。東アフリカ市場が狭いので， Kαつが

最初から輸出市場に主として向いていたことは，

KFAのトウモロコシの場合と同様であったの

この状態が大恐慌に上って破れたのも， 11ii iこ見

た2産品の場合と同じ理由からであった。 1936年

の fケニア酪農調査報告書』 （Reportof the Dairy 

lndusfl’y Enψiry Committee, 1936）は， 1931年ごろ

の状態を次のように述ペてu、る。すなわち「工場は



1968010037.TIF

一一輪馬県川り

O
H
3
5
8

1

一
樹
及
川
…
田
町
口
出
口

年

夕

飯

mw

一

し

つ

円

必
一
パ
出
。
一

h
t
域
胤
山
川

3
1
7
0
8

比
一
内
川
出
川
川
紛
心
山

M
M叩

直
一
タ
緩
佃
［

L
F
一
パ
内

O
一

販

一

Hwh
，

ω州
、

M
m
m

と
一
タ
産
∞
一

A
ρ

コココ

産
；
ハ
生
叩
一
1
1
1
1
2

t

（
 

mv

閥
出
町

一
一
一
性
肋
一
ぬ
お

9
m引

夕
一
タ
均
利

2
2
4
G
4

パ
パ
平
将
一
円

8
7
6
5
7

じ
級
の
伺
同
一

b

1
肪
者

E

数

1
0
3
7
3

i

A

t

ょ
に
ひ

Q
0
4
0
H
u
d

哀

（

い

一

3
3
i
4
4

t
L
 

F

コ
1
1
1
1
1
1
L
V
I
l－－

F

築

官
作
判

1

79.80 
94.37 
93.07 
100.81 

’A
勺
6
nり
は
7
U

9
7
4
8
 

1
1
0
0
 

ワ
U

9
“つ
U
9
h

【

i
n，d
q
h
M
1
2

U
フ
唱
i
A
U
1

円’

戸口

7
9
0

曾

i

内
け
作

d
仰

4
つM

1ι
日
汐
自
由

1
i

可

d
n
4
0
0
『
U

，
，
，
，
 

9
h
q
b
つA
M
q
o

q
d
o
O
Aり
0
0

広
Jυ

内

on白
－

u

r
汀

G
u
d
U
月
14

（注） (1) 6月初日に終わる年度。（2)1936年5月の価
格。

L出所） M. F. Hill, Cream C'ountry, Nairn¥nち

1956. 

Kenya, Dept. of Agriculture Annual Rψorts, 

19:J立～1939.

バター金生産盤のが・J3分の 1を東アフリカ域内市

場に卸 L価格 lポンド，1-itこり iシリング50セント

で売り，残りを 1ポンド当たり約80セントで輸出

したj( ,, 2:1）。

1931年より域内で売られるパターには 1ポンド

当たり 25セントの税（ButterLevy）がかけられる

ことになり， その税収入を輸出向けバターの価格

補助金としてあてる措置がとられたが他24），域内

価格と輸出価｜告の差は増すばかりであった。 1936

年の『酪農調査報告書」はこの状態を解消する方

法とし －c' 小友の場台と同様な全生産f誌を強制的

にプーノレ販売するための機構として， 酪農品管理

,1，ード（Dairy I' roducじ ControlBoard）の設置を勧

件したのである惜25）。

トウモロコシの場合と｜司じく， ボード設置の法

案が作成され，検討のために関係諸問体，個人に

配布されたが，政府は 1937年末になってもいまだ

i二考慮中であるとして行動を起三さたかった。そ

の理由としては， やはりアフリカ人生産の酪農品

を管理寸ることはほとんど不可能に近ャとヤう点

をあげることができるであろう。 このころすでに

十イロどおよびモンメサの両都市に供給されてい

たアブリカ人生産の飲用牛手u土相当な量にのぼっ

ていたのである（注26〕。

世界市場におけるパター価格はしだいに回復し

KCCによるボード設置の運動もそれに従って弱く

なったG 第5表はこの期間のほヌコのパター原料

の生産者価格と生産および輸出量を見たものであ

る。

2. 第 2次大戦による変化

第2次世界大戦の勃発によって事情は一変し

た。海上輸送が困難になって食撞自給の要請が増

したと問時に， ケニアに多数のアフリカ人部隊が

駐屯したために需要が急速に大きくなった。また

1942年ごろには中東戦線への食糧供給源として

（／）東T7リカどいうものが考えられたこともあっ

て，政府はあらゆる手段を使って食糧増産に努め

たのである。

以上のような要請から東アフリカの三政府とも

戦時管理政令（DefenceRegulations）のもとに，主

要食婚の販売に関する厳重な統制を行なった。し

たがって戦前ヨーロッパ人入植者が主張してきた

販売統制が， ここで e 気｝こ実現することとなるの

である。これまで自由市場のもとにあった家畜

（肉牛）販売もケニア家畜販売管理部（Kenya Live-

stock Control）の指示のもとに東アフリカ三地域の

販売協力が行なわれるまでになった。

小麦とトウモロコシには1942年の穀物増産法

(The Iner偲 sedProduction of Crops Ordina配 e,1942) 

によって， ケヱアとタンガ三一カの両地域に国定

員上け、価格制がしかれた。 ζの法令のもとでヨー

ロッパ人生産者は，作付面積に対する一定額の保

証を受けることになり，その最低額の保証（Guar-

anteed Minimum Return）に対して前金払いを受け

る制度を持つという特権を得た（注27〕。

トウモロコシに関しては，ケニアにおいては

3ラ
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このような各地域を越えた全東アフリとである。1942年内 Defence(Control of九faizc)Regulation 

l二上ってトウモロコシ販売管理部（：＼faize℃ontro:) 々単位の白給体制をとったことは，

特に雨景の安定している地域が

東アフリカの

ように気候条件，

また収穫時期がおのおのずれてし、

きわめて合理的であったといわねば

片寄っており，

ヨーロッパ人とアアりつ人生産のト

ウモ口コシ全体の唯一の買付販売機関とたったの

:¥faize Controller は代理業苦ーを認可する権限を持

丸製粉業者の許可権を持九位28），烈粉を委託し

が設置され，

る場所

ならなし、。

この東アフリカ穀物プール（EastAfrican Cereals 

t'ool）は当時存在した東アフリカ生産供給会議

l11L その料金を決定する権限を持つことによって，

j車部門の徹底的な統制にあたった。

(Ea日tAfrican Production and Supply Council）のもヨーロッバ人生産のトウモロコシはKF Aが

l¥foize Controlの代理業者ーとして取り扱うことに ケニアの MaizeControlが運営にあたっとに，

タンウガンゲ，アケた。メンバーとしては，アフリヴ人f生産のものは在来の多数の

アジア人およびアフリカ人商人を代理人として認

なったが，

セイシェルス諾ザンジパyレ，ガニーカのほかに，

東アフリカ鉄道港湾局および東アフリカ駐在es 
(IIJJ 買付所での生存者側格，買f-:rA ,11手数料，可し，

同の軍隊が独立のメンパーとして加入してL、た。運送費等i土全部固定された。

ウガンベfでは1942守ーに Defence(Controlled I'ro田 地域の穀物海外輸出入はプールによる許可によっ

てのみ行なわれることが定められていた。

第 61<::t East African C巴realsPoolの業務を

タンガニ－ !Jでも同duce) Regulationsによって，

大立？：の豆類，名の政令に上って．トウモロコシ？

ウ

タ

ケ

同表で明らかなように，

グングはトウモロコシの余剰生産地域であり，

ンガニーカはプールからの購入地域であった。

総括したものであるO手λ頴

統制官（P了。duce仁ontroller）によって販売管理がな

される上うになった、しかし三地域とも，その人数

さえも明r,;1，でないア 7 ~）カ人小農の生産物販売

コ心－；， ~'} fこ固定価格が導入され，米，落花生，

-,0ールへのニアはわずかな余剰地域であったが，

加入量が多L、のは，プールがケニアの MaizeCon-簡単にできるはずもな会管理するということが，

ケニアの域内消trolの倉庫を使用していたため，当時の比較的おい固定価格に反応して商品化

された部分が唱えた三とは推測できるがτ 依然と

〈，

貸分をストックの回転のためにプールに入れて換

海外からの輪人が大きかった作したためである。してアブ 1）力人生産tハ大部分は自家消費にまわさ

のは 194:l年と44年だけで，他の年は相当量輸出し

このような地域協力は 10年間続いたが，

）＇.）ミい範~jの地！~iii場て：自由販売主れていれるか，

ている。したがって前述の政令もこの事情にたのでああ。

会計上の原則が定まっておらず繁雑であったの合わせた例外項目を入れねばならなかった也2九

ケニアが 1952年以降トウモロコシの生産者悩), 来アこの時期で特筆しなければならないのは，

議ったウガンダとタンザ、ニアとの調整がつかず解

f本－rることになったは！＇ :JU）。

ともあれ戦後 1952年ごろ支では，戦時中設立さ

れた多くの産品の販売管理機構がそのまま維持さ

これを格金大幅に引き上げることを望んだため，ブリカ全体に共通の穀物（大部分はトウモロコ／〉

各地域が自己の需要以上の余7＂ーノレが設 l宜され、

また白己の供給が

需要を下ft,!った切，ft；こはヅーノレから引き出すとし、

うシステムが， EH2午：から1952年まで存在したこ
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来I］生産分をこのプールに売り，
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第6表束アフリカ穀物プール運営の実認（1942/43～1951/52年度） ｛単位 1袋200重量ポンドのもの100国受）

終了年半ー函~4l1附｜附 I 1947 I 1948 I脚 I195。｜即｜即l 計

（則前年度よりの棚 l二［___ 211 吐竺i661 竺土叩L_＿＿：吐竺21」？（一一一一
:l，）ケニアからのn付量 • nil l, 193 1 , 150; 759 1，山部川14i 1,204' 1組＇ l,472! 9,7必

（うちトウモロコシ） 【 ー ( l, 121)! (357) (856) (50ゆ （813)(l, 153)(1,057)(1, 472)1(7 ,332) 

1:i ;Yや法婚情 11当宮里宮司1台育ぷ話
回献）i(c）十（d)+(e) ！ぷIi ：告~： 1 出~1 9~L5法~11小乎守！ 1,4~竺：＼ 1,6オlf：鍔
:1，）買入総JI〔a+:I) 

(i）ケニアへの販宛量 ；却611,3221 1,0叫 必51 3681 酬 313 3乃； 7581 864: 6,23 2 
(j）ウガンダへの版売最 ) I 1761 201 71 41 矧 83 26i 441 4θ 427) 
(k）タンガニーカへの販売量 )2801 2必｜ 1961 3371 酬 1 361 368 84訓 nill ベ2,422}+280
(J）ザンジノ〈ノレ，セイシェルス諸島， 1 I 39ol :3401 21s1 16:ll 1641 12s. 10到 11判 州 1,706}

軍隊，東アフリカ鉄道港話機構， I I I I I I i I I I 
ならびに損耗収縮分を含む I I I I I I : I I I 

川輸出 E nil! nilj 37 I 191 4591 6川 213 叫 5却 95113,174 

(n）販売総計 486: ;,130! l,961l 1,03611,394i 1 380! 1 105! 1,3641 1,443! 1,941114,241 
I I i ’！’ i I I I 

（出所） Kenya Maize Marketing Board, The East African Cer.官lsPool Files. 

Kenya，“The Maize Industry勺 SessionalPaper No. 6 of 1.957～58. 

れたのである。

（注 3) Uganda, Repοrt of the Customs 1:iriff 

and Rail,cay Rates Committee, 1929, p. 4. 

（注4) Annual Trade Rej>ort of Kenya d持d

Uganda, 1930, p. 3および 1931,p. 2. 

（注5) R. Gibb, Report on Railway Rates & 

丹田nancezn Kenya, Uganda & Tanganyika 1er-

ritory, cmd. 4235, London, 1933参照。

（注6〕 東アフリカ 3地域とも非アフリカ人がアフ

リカ人より借金を取り立てることを法律上不可能にし

ていた。 EastAfrica Credit Trade with Natives Ordi-

nance, 1903, Tang釘1yika,C、rじditto Native (Restric-

tion) Ordinance, 1923およ：iUganda, Sale」 ofCoods 

Ordinance, 1930を参照。

（注 7) 1932年末にケニアのヨーロッパ人入植者の

負債は絵在日 211 万6000ポノド，.淫していたと ii~；むされ

ている。 Kenya, Interim R.ej,ort of th,・ J¥gγi-

cultural lmlehtedness Committee, 1936, p. 9参照。

（注 8) ヨーロッバ人入植者は当時LordDelamare 

をりーダーとして， TheConvention of Associations 

という政治間体を組鍛してレ t~ O 

（注9〕 El:=¥2/33年度仁 1;・fナゴ害のため， JV積立百

積は作付面積の縮小を上回って減った。

（注10) このころの小麦の需要は，はぽヨーロッパ

人不およびアジ 7人系の住民に似られていたと思われ

るし現在ではアアりプJ人のバン食 i，附加してきずい

る。

（注11〕 1930年以降農務局（Departmentof Agri-

culture）年次報告は同局の費用でアフりカ人小農に配

布 1.Y：蒔付け用純子JJ量を記録 L口、るが， 1931有よ

りお年までは小麦の徹子は全然配布♂れていないυ

〔注12) The Sales of Wheat Ordinance, 1930, 

Kenya Ordinances, pp. 713～716. 

(il:13) E. Huxley, No Easy Way, N創刊hi,

1'157, p. 119.戦後に，以前 UngaLtd.の社員であった

者に d りアジ 7人系u> Maida Ltd.が設立されたので

寡占的な状態に変わった。

（注14〕 Kenya,Legislative Council Debates, Vol. 

VIJ, Second Series, 1939, p. 546. 

(i!15〕 Kenya, Food Shortage Com1πission of 

l舟伊tiryRψort, 194:-l, pp. 9～10. 

0-U6〕 E.Huxley, op. cit., p. 109剛

（注17) Kenya, Report of the Economic De-

velopment Committee 1935, p. 61 

( /118) Kenya, Legislative C・ouncil Debates, 
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Vol. II, 1935, p.1042. 

（注19) Uganda, The Native Produce Marketing 

Ordin凡nee,1伺2およバ Tanganyika,The Trades 

Lie白nsing(Amendment) Ordinance, 1935. 

(:1°20) 1 ＞ド政）；f:iその来的訪賓のため KP. S. 

MenonをiJ,＇フりセに派遣：七。 K P. S. I¥Ienon, 

“Report on Marketing Legislation in Tanganyika, 

Ugai a and Iくenya",（子azettcof India Ext，一
nary, Simla, 24th June 1935がその報告書である。

〔＞， 21) Kenya，ρej,t. of /lgriculture ;lnnual 

Report, 1939, Vol. I, p. 122. 

(il22〕 M F. Hill, Creιlit/ C仰 nt1今‘1

195(i, p. 35. 

（注23) Kenya, Report of the Dairy Industry 

Enqui1y Cο川川ittee,1936, p. L 

（注24) Kenya, The Butter Levy Ordinance 

1931，οrdinances, 1931, p. BO 

( ll:25〕 Kenya,Report of the Dairy Industry 

Enqu，・，yCυ111 mittee, 1936, p. 19. 

C f日6〕 Kenya, Dept. of /¥griculture An川 al

Report, Vol. I, 1936, p白 146.

Ci 27) ThεIncreased Production of Crops Ordi・ 

n叩 ce,1942, Kenya Ordinances 1942, pp. 7～24. 

(i'.!8) ム二アの itツモロ＂ ／製粉で： IUnga Ltd. 

以外には小規模のアジア人およびアブりカ入所一有の 1,

(}) IJ' 't，泊、っナ

（パ2CJ) Ke叩 a, Food Shortage Commission of 

Enquiry Report, 1943, p. 74“ 

(;J:10) ウ 1；ンダ勺・il1i Eaぉt African Production 

and Supply Councilのメンバーとのインターピュー

』こよ lレイ

II !J、乏がード

ケニアにおいては前述のとおり， 1930年の Sales

of Wheat Ordinanceによって，すでに現存の機

構の大部分が形成されてしまったといってよいで

あろう。

この法令によってノト友A の販売機構は一元化され

小麦貿付は実際上 KFAが独占的に行なうこと

となったが，その運営につヤて勧令する＼Vheat

38 

Advisory Boardが設置されていた。これを受けつ

いで1952年の小麦産業法（WheatIndustry Ordinance, 

1952) k：：よって新たい，j、麦ボード（Wh伺 tBoard）が

設立されたのである。

ケニアの小麦ボードは農務大臣に対する勧告ボ

ードであって，執行ないしは財政的権限はなんら

持っていない。ボードの勧告の範囲は，小変，小

麦粉および小麦飼料に関する買付，加工，販売の

全体の問題についてであり， これには輸出および

翰入も含まれている。また製粉業者の許可，製粉

工場処理能力の拡張，小麦の製粉工場への配分，

流通経費，製粉に最も適した小麦品種を増産させ

るための価格体系， ケニア藤小麦および小麦粉の

東アフリカ域内市場および海外市場での販売見込

みの問題等，非常に広範囲な問題にわたって小麦

ボードは勧告することができるのである (IUJlo 

小麦生産者価格tま毎シーズン，農務長官によっ

て決定され，一定額に固定されるが，その決定に

当たっては， 小麦ボードの勧告を考慮せねばなら

ないことはいうまでもない。 しかしそのほかにも

ヨーロッパ人入植者が中心となった農場経営者の

圧力団体である KenyaNational Farmers' Union 

(KNFU）や，数年前までは存在していた特定地域

穀物生産者ボード〔CerealProducers (Scheduled 

Areas) Board〕という KNFUの穀物委員会が独立

してできたボードとも相談することになっていた

ほ 32)0 したがって小麦生産者価格決定にはこれら

ヨーロツノり、生産者が大きな発言権を持っている

といっても過雷ではないであろう。最近のアフリ

カ入の入植計画の進展に従っと， ケニアのアフリ

カ人による小麦生産も伸びつつあるが，第7表に

示すようにその生産量は， 1964年においてもケニ

ア全体の生産量 13万1200トンに比べて1100トンに

すぎずいまだに僅少である。



1968010041.TIF

タシガニーカにおいては第2次大殺を契機とし

て小麦生産が伸びたが， その生産の大部分はやは

りヨ一口ツノリ、入植者によるものであった。 こと

にキリマンジャロ周辺の北部川lにおいて主として

生産されだ切で，地理的な近さからその大多数は

KFAのメンバーであり，ケニアの生産者と先全に

同－fl工動をとってU、た3 タンチfニーケの独立の際

KFAのタンガニーカ在住の会員は TFAという名

の別個｛ハ組織を設立したが，その投由i：土 195lJ年lこ

設置された小変ボー Fの代理業者としてタンガニ

ーカで生産される小麦を一元的に買い付け，販売

すると U、うものであり，ケ土土アにおけるKFAとほ

とんど変わるところカ‘ない。 タンガ二ーカ（／）／］、麦

ボードもケ三アのものと同じく，生産者価格を決

定するた臣叫の場々は当初i蔀］大臣jに対する勧告

ボードであり，また製粉業者の許ロI，原料の配分

等を通じて '11粉業者；.：.I謂する多くの発言権を持っ

てャf竺（注：1:1〕。タンガ、三一カの小麦製粉壊としては，

ケニア山 UngaLtd.の子会柱である Tanganyika

Miller, Ltd.が大きなシェアーを持ち（注34），その

他ア Jf人系所有の i）のが少数存在し之。

1965年はタンガニーカがザンジパルとの連合後

新たLゲンザιアと＼ .う国名を採伏した年である

が，との年に小麦ボードは NationalWheat Board 

と名を変え，行政的措置をとることができるよう

に再組織された。次ャで llJ67年2月の全製粉業の

国有化の措盤により， タンザニアにおける政府に

よる小麦産業の管理は非常に強いものとなった。

このようなタンザニアの動きは， これまで東ア

アリカ 3国間に存在した小麦製粉および販売に関

する協定を変革しようとする一つの動きとみなす

こともできるであろう。これまでは東アフリカ共

同役務機構（EACSO）の中に問機構の代表を含む

調整委員会が存在しこの 3国間の協議のj劫芳とな

っており，東アフリカ全体の製粉工場処理能力の

拡張はこの委員会の許可がなければ行なう ζ とが

できないしくみになってb、た。また小麦の工場開

配分にも協約ができていたのである（注35）。

したがって過去10数年間 KFA と UngaLtd. 

を流通基盤として持つケニアのヨーロッパ人生産

者の；志向を反映した全東アブゾカ的秩序が一応で

きとがっていたのであるが， この秩序に対してタ

ンザニア｛郊の持つ不満が， 小麦供給に関する決定

権獲得に続いて，製粉業国有化という最も激しい

対抗措置を取らせたと見るとともできょう。

第 7 表 東アフリカの小麦生産（1955～64年） (J別立： 1000トン）

一）一67890一日一pbにDにひにuGU
一／／／／／’／I

P4一wb、わ7069Hυ一氏UFhdRUFhd民υ
一一99999

－年一11111

19tiO. 61 
1961 ifi2 
1962/6:-l 
196:lifi4 
1%4 i計5

一均ハ以

下l陣｜一iiー

一産ン一55554
←μ巳Hツ一

一FI－－

価／－一一削船倒的ω臼
ケ旨ヶム

46.62 
46.9:l 
46.93 
47.92 
47 .rn1 

ヨ人

一ニツ草91127
一ロ一一一05266

一一企hUロ凶9U

99.5 
Kl.l 
111.6 
130.1 

。ハH川

1:¥9.0" 

ア人一

り宗一一？
一フE～vO

0.2 
1.0 
1.1 
1 1 

カ同型

2.0 i 

一ァiー了111

一一91124
一社←05けんG7一22092F～句43BAtBA’i

99.7 
84.1 
112.7 
1312 
141.0°) 

タ ン ザニ ア

ヨーロツパ人生産長アフリカ人生産量！ 元！

n. d. n. d. 4.2 
n. d. n. d 4.8 
n. d. 11. d :3.9 
5.6 0.4 fi.O 
n. d. n. d. 7 .:3 

n. d. 11守7
n. d. 11. d. 5.5 
n. d. 1.4刊〉 17 .:3 
n. d. n. d. 18.8 
n. d. n. d. 20.8 

はり (1）ケニアにつU、ては穀物年度，タンザニアについては暦年（例， 1955/56年はタンザニアの場合1955年〉。
l己il級小麦 L袋却（）予ンドの保証価格，袋代を：今まず， it武課金12'JI前。，；，）推測位。（4）北i司1,Ji,Iのみ。

（品川） Kenya, Statistical A/,stract宅 1965. 'Lmganyil日， Annual Report of the 'Nlinistry of ilgriculture, 
1962. Tanganyika, Wheat Productio河川 Tanganyika, Min. of Agriculture Bulletin No. 9. Tanzania, 
Baι・kground to the Budget, 1966～67. 

39 



Ⅲ　トウモロコシ・ボード

1968010042.TIF

(!.31〕 Kenya,Rej》ortof the Committee on the 

Org,rnic:atwn of .Agri正・ulture,1960, p. 69 

( d .32 J Ibid., p. 65. 

〔ふ：：，：l) Tλ11山町・ika.n古川tI'rocl1ι'lion in 'J~w 

ganyi/.:<1, iり "・ R. i、U日日l,,s－ぐりuclnn札口、 Min. of 

Aピricultu日 BulletinNo. 9, p. 20. 

( iL34) 7ケ九l ンタてはす支＇・ 'I i!1': L.行＇， 、ゥ， \'•. tり

〔Jng孔 Ltd.ゾノ子三と礼ご .P，ら UgandaGrain Milling 

Co, Ltd ..山、 J.勺】

( I :;c,) Kl'nya, The Economic Dη 'Cloj>mcnt of 

k刊 1ya, by IBRD Economic Survey Misメi円n,1962, 

p. 9fi. 

田 トウモロコシ・ボード

ト内モ p :.1シi土京アフ 1）カ（半年にケニアとケンザ

する， T字ーの点がinl報行書に上って勧告された（注16）。

自由化；土全然問題にされず， :1:'r時の輸出価格が

高かったどいう事情かん次のような議論がなされ

た すなわち「国内価格は経済全体の利益のため
換

に政府の政策によって輸出価格より｛rfくおさえら

れてL、る。 もしこのような政策が公平の原則から

なされたものであるなんば，生産物を 70ール販売

す司るなんらかのシステムがなけ;/1.ばならなし、。そ

れがなければ個々の生産者は競って輸出して高い

価格を享受しようとし， したがって国内への供給

が欠乏するであろう」とし、うものである（汁ι川。ま

たは一限；1;-,t::；主将来輸出価格が国内価格よりも低く

江るよう ！（場合においても，一元的に販売「る機

ニ7〕の大部分J〕アフリカ人住民の主ftill穀物で 倍以必要であると述べて L、る。

あり，その十士会的屯要性におL、ては小麦をはるか ケニア政府i土イ，－Jミットゾン委員会報告書の勧行

に上回るも円であるといえ－（， 0 したがってこれま を受け入れることを決定したが， ちょうど当時勃

で問題が起三るごとにトウモロコシ問題調査委日 発し／、二マウマウ事件と， これに対する非常事態宣

会が設置され、報告：fが出されてきたコ 三J)発令，政府の財政的窮乏， 1952/53年度の不

ケニアにおいと；よ 195コ年にfポソトソン委日会 作等により，その実現は 1959年まで実際には延期

(The Board under tl1e Cl1airman~hip of Sir M干illiam さjした。

］），］ゅt,onon the .¥larketi山 ofMa四 and( )thcr l'ro・ イポットソン委員会が調査にあたっていた時期

dw:e；か報告芹を／ljしたが， 1,i-1報告占は大戦中に設 に，ケニアのヨーロソパ人生産者は政府に対して

立された政／（fJ） トウモロコシ管J'JW/f!lt；：戦後の状況 生産者価格改定の圧力をかけた。すでにヨーロッ

；二合わ／なくたってきてし、ることを指摘し，法によ パ人生産のトウモロコシの主産地である Trans

って設立さJtる独立的な γ ーメアツチインプ..t，、－ Nzoia地域では， 1950年11月に生産者の会合で，

ドの必要を主張した。ボードiii法務長官に対して 「1950年度！？：付のトウモロコシ〆の生j主者｛匝H格を決

卒!JI出余力＇./J－－想I二f）」、亡勧"fl二L' ，豆Eナ，1之，13，ゾ）指；J:; 定 Fるため， および将来のfdli絡決定を政行？的そび） 

に［，［

を i込好ぷ状r~民で l五内に貯I主しておくこと， ！五内f品｝ 機i芸！を設けたらよし、治、；二つL、て勧告するために，

要を尚だすための版元業務を行なうこと J 在任務 ケニア外から専門委員を任命することを政府に要

とするが，集舟，貯蔵，販売等の尖際の？と務はKFA 請するj とL、う決議を行たってし‘た 1/t則。この要

や設立予定し）ニアンザJIIトケッティンゲ・ボー 請を政府lよ受け入れて L.G. Troupが任命され

ドその他認可された t{H人等♂ノ代理主青にまかせ たのである。

ボード自身しt比較的少人数の管理部を民つことに トループによるケニア高地の農業経済に関する

40 
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報告書は 195ゴ年5月に提出され， ヨー口、ソパ人生

産者ーによる生産コストが明らかにされた。 トル－

－／はこの生産コストに基 J ) L、て 定 の）J式を作成

し，将末二山方式から：生産者価絡を決定する上う

政府に勧告したのであるc す Cにこの土f式をftつ

ご 19:"Jl年度のトウそロコキジ）1:主医者保証fit付与iJ, 

i'Jfi年度の 1袋：l（）シリング；ヲ（）セントカ‘らおシ！｝〉ゲ

に引き←上げられていたっ

1954年には政府とヨーロッパ人生産者との取決

めにより， 1957/58年度までトループc}j式を価格

決定に使用する二どが定められた。事a表でflJ)C予

かべように， 1950年代を通じてト 11,-7＇方式はヨ

ーロッパ人生産者山高いコストに法，〉し、た戸t・＇野ーに

より， ！日L、トウモロコシ価格を同定［たこ .t:にた

ったのである。 したがってけ／〉き上くこの）］式は

ケニアのある特定の集団の政治的圧力を防いt.'ホ

のではなカミった。

二の期間に m界市場におけるトウモロコシfdli格

；土下落したがケニアにおヤて；土高価格に支えムjl 

て消費者の犠牲のもとに生産が伸び， 大最のスト

ソケをかカ Aえて低価格で輸出せざるをえなャ状態

に陥った。 19弘年ゾ）政府と生産者間の取決めでは，

トヴモロコンの輸出によって得る利益または損失

は生産者に還元される（あるいは生政吉が負担する）

へきものであるとされていたは刷。二心つため110年

に輸出会計基企（＼laizeCess Fund）が設置され，

損失；ニ対してはアフリカ人生産者かんの買付分を

含む主買付足；二一定J）拡課金（Exp＜川 Cc日）を諜す

るシステムか取られることとなった。！ば課金は

1954年；こは l袋当たり :lシリンゲであった。

1959年Jこi土トヴモロコ、ン販売法（t,,Iaize¥farketin日

()r白 山1ee）が制定され，今までのトウモロコシ管

理部（＼laizeControl) ［：二代わっしトウモロゴシ・マ

ーケッティング・ボード（Maize¥larket旧日訟）ard)

が設立された。その機能は以前とほとんど変わる

ところがなかったが， より独立的な性格のものと

なり， ijl'j粉業者への介入の度合はさらに強まった。

l,i］ボードは生産者価格と消費者価格の双方をある

程度引き下げる任務を負わされていた。 この理由

去してはトウモロゴシ販売法案の討議資料として

な法審議会に提出された SessionalPaperに，次

のように説明さ;f1.,ている。

( 1) トループ。方式と政府・生産者間の取決めに

上って， 生産者価格はトウモロコシ産業のみなら

ず経済全体に害をおよぽす点にまで上昇した。

(2) もしトウモロコシの価格が低下すれば， 国

内の食槌としての消安および畜産業への使途のた

めに，大きな貢献をする三とができる。

(3) Maize Controlに与えられていた権限によ

っては，生産者価格と消費者価格の差が拡大して

いくのを止めることカ込できなかったUHO＞。

しかしながら SessionalPaper は，アフリカ人

牛‘産のトウモロコシの商品化には非常に治極的で

あり， l'fil内需要をこれに頼るのは危険で，したが

って頼れるのはけっきょくヨーロッパ人生産のも

のと輸入によるものであると述べている（白山。こ

のような考え方の上に立って設立されたボードが

ヨーロッパ〆人生産者のコストを無視して生産者価

格を大きく引き下げることはまず考えられなかっ

たといえるであろうし， アフリカ人からの供給を

L、かにしたら増すことができるかと」、う問題は，

;f；二義的な事柄として以上にはとらえようとしな

かったといってさしっかえなャであろう。

それではケニアのトウモロコシ・ 7 ーケッティ

ンゲ・ボードとアフリカ人生産者とのかかわり合

いJiはどのようなものであろうか。

アフリ力人のトウモロコシ生産最に関して最初

の伝j演するに足る推計ーができたのは， 1960/61年度

4r 
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のケιア・アフリカ人蒜蒜サンプル・センサスによ

ってである。 このサンプノレからアフリカ人トウモ

ロゴシ作付面積i土， 244万0500エーなーであると推

定された。 これに平均エーカー当たり 5袋の単位

生産院をかげると生産常 1222万＂1:30り袋と計算され

る。 4の数字にセンサスの範囲外地域の推定作付

面積45万エーカーからの生産最を加えれば， 1960/

61年｜支のアァ 1）カ人に上る全生 I可； r;:；は約 J,147万

4:lOO袋 C1袋は2川ボンド〉と計算される（円42）。これ

をい1年度nア7 リカ人己、らの計γ 一 lご貿付号、70万

6000袋（第8茨参照〉と比較して見れば，し、かにア

フリカ人全生熊量のうちわずかの郊分しかボード

tこなムれて司、tc:_＇，、かカ市 JIY1する。 ιちろ人l>iHf.が

平均的な年であったかどうかは， その後センサス

か行なわれと＇，.ないのでわからよい、ぷ，前述の数

字を基にして 1966年のトウモロコシ問題委員会報

告白： t' 「たt:¥i模農場（二干ーロツノ。人系） ；土全生産

景山とJO%以［ tr_'.走るか，，j、農（T 川カ入）（上10%

以下しかボードに売らなしっと述べてU、る UH:l)0 

二日）10%以卜という数千’は必ず Lもその ttア

フリカ人生産者のトウモロコシ商品化率を意味し

たいけ法に上〕ても生産在自身en{1 tr District！県）

内での自由販売は認められていゐカ kらであり， 各

Districtごとに需要，供給の関係によって価格の

決定される地問市場（localmarkとりが成立しごし、

る。 この地場市場価格は下限をボードの買付所価

格で支持されて，，、ると符えられるが，上限：tホー

ドによる販売価格（sellingprice) iC:.近し、とふろま

ヤいくわけである。ボードのアフリカ人生産地域

の民付所価絡と販売価協のギャ、ゾアi土第8衣（｝）第

2項と第3項によってノ］ミされるようにきわめて広

I..・ のむ特に不作の年など地場1lit｛，）で相当大長の

トウモロコシが， 取引されてし、ると考えられる。

さらに Iルtrict聞の自由取引は法で禁止されて

42 

いるとはいえ，広大なケニアにおいてこれを取り

締まることは非常に困難である。さらに東アフリ

カ3国間の価格差を利用してケニアのみならずタ

ンザニアおよびウガンダにまたがる密輸も多い。

浴輪は特にウガンダがトウモロコシのβ由市場を

持ってし、るため， 不作，豊作れ程度，季節のうつ

り変わり等に応じて方向が変化するような移動が

盛んに行なわれてレるといわ.h石。

第 9表はアフリカ人生産地域の買付所における

生産者itlli格と，駅i庭生産－者保証価格との差の内

訳を見たものである。 ヨーロッパ人生産者は自己

所有のトラックで駅まで生産物を濯機できるので

｛走者の価格から輸出賦課金を •JI ＇、たものを受け取

ることができるが， アフリカ人はこれができなし、

ので，示、 ドに売ζH場合は言（.fμf民付入（上見山大多数

はアフリカ人〉の店へ持って行くことになる。その

場合定め C，れた寅付入手数料や運送費等を差し引

かれ， Lかも地方税（DistrictCouncil Ce~s 現在は

じりuntyCouncil Ce出と呼ばれる）や輸出賦課金をも

差し引かれふため， IJlj若の{ittj格は後者のfilli格より

はるかに低くなる（法44〕。これが不作年あるし、は端

if£期にボー iごへの版有を減少きせ，地場市場が栄

える涼If！となる鏑絡差を生み出すのである。

豊作年の刈入れ時には逆に地場市場とャうもの

はほとんど成りたたなくなり，生産者引余剰はど

っとボードに流れ込むことになる。 このような形

で管理市場と自由市場が併存してし、る場介iこは，

管理市場への娠売量は供給側の変化によって極度

に不安定なものとなるのである。また自由市場側

f t法律によって各 District外に発展すふことを言午

されないため需要に限度があり， アフリカ人生産

物商品化在有効に促進する役割を来たしえない。

けっきょくこのような市場のニ重構造はアフリカ

人小農生産のトウモロコシの圏内市場形成という
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観点からは， あまり商い評価はできないというこ

とになる。

ケニアのトウモロコシ・7 ーケァテイング・ボー

！？自身も， 自己の機能に対する批判が多いのにか

んがみ〈住45l,1961年11月に内部委員会を設置して，

ホードがより柔軟た活動ができるような勧告をさ

せるこ E；こな，－，た。問委員会（以γorki口日 Pa町）の

報告書は，種々の提案がなされたことを述べてい

るポ，その中でも住f1されたのが K.P. Shahの提

案マあっと。この案 l乃骨子l土， あらかじめ同定さ

れた最高生産者価格と最低生産者価格の聞で販売

を自由市場取引にまかせる Eいうもので， 向性1市

甥は園内のみならず東アブ！！カ 3国に支たがる形

が考えられていた。政府は価格安定ボードを組織

し，市場価格が最低価格まで下がったときに質入

れlι乗出し，最高1出絡まで上が，yたときにストッ

クを放出するという形で，間接的な市場介入をす

るG この案は東アフリカという一国単位より広い

市場の中で，気候的に安定した地域を主産地とす

ることの可能性や， アフリカ入小農生産トウモロ

コシの商品化を促進する可能性の点で秀れたもの

を持っていたが， けっきょくボードの採用すると

二んとはならなカミった〈注品〉。

1963年には V.G. Mathewsによる調査報告書；

が政府に提出された。同報告書は現存するボード

グ）機能保持を勧告したが， 当時より導入され始め

た焚配磁（hyhricl）トウモロコシが生産性を飛躍的

に高めうる可能性を指摘し，生産者価格を段階的

iこ低下させることを勧告した位47）。この勧告に従

っと 1963年度は以前より 1袋当たり 3シリング安

い32シリング50セントの保証価格がつけられ， 64

年バはさらに 1シリング円低下が発表された。 し

かし 64年の中ごろに生産量の急速な縮小に気J 九、

たボードは 7月25日付けで価格を 1シリング引き

337 

1 

ml 
1 

43 
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上げる措置をとった。この措置も効果を現わさず， 以上ケニアにおけるトウモロコシの販売機構を

1965年には大規模な欠乏と，販売機構の混乱が起 検討してきたわけであるが， この問題はけっきょ

こっ売。そしと 1966年に再び調査委員会が任命さ く東アフリカ全体を一つの市場とする方向に向か

れ， トウモロコシ・マーケッティング・ボードは うかどうかにより将来の展望も分かれてくるの

トウモロコシおよび穀類ボード（TheMaize and で，次にタンザニアとウガンダについて簡単にト

Produce B岨 rd）として再出発すること止なるので ウモロコシ生産と販売機構を概観して見たL、。

ある。 タンガニーカにおいては， 1949年に政府内に穀

mi悶 ケニアにおける卜 1勺モロコシ市場販売筏路

(1966年）

／一、90%
10% ,f ," 

寸｜ ヨーロッパ人生意唱世
間l料 V L 
rよぴ＼ノ＼
月五胤労働丹 ［抽w ，，~」金｝

物貯蔵部（GrainStorage Department）が設置され，

トウモロコシ，ヒエ，モロコシ，カッサパ，豆類，

米等を貿い付け，貯蔵し，販売していたが，問地域

におし、でもこの管理市場外で流通していたこれら

農産物の量は相当大きかったと思われる。 Grair l 
への支給分
舟［で↑＇H革 寸E訂司 Storage De汀 tmentは1%: 56年度のトウモロコ

アフリ力人生鐙者

[:;!J~－－－－－何
第P表 ケニア (1）トウモロコン・7ーケッ~；－ 1・ ンゲ・ボ

ードの第1次貿付コスト例（アフリカ人地域）

(1962: 63'1 I主）

一1E1gon 1十 「 ［ ー

l'.'Jyanza jMc0ru 
I District IDi持 trict

！（シリパ｜（シリンj
lグ／t，主／1＼ゲ／袋／

買A霊最~！11！同t野slltR送ct Cou 事雪 山

23.00 
0.90 0.80 
1.00 l.50 

0.60 
2 30 

0.dO 。.60
uncil賦課金l2附

0.05 
0.35 
:LOO 

駅格輸渡中問出付生賦産者走課価格金呉
34.00 32.20 
。己｛｝ 0.95 
1.00 2.35 

一一一一一一
駅疲保証生産者価格 35.同I:J:>.so 

C/Jl所） Kenya, M山・zeMarketing Board Annual 

Report, 19n:l, Annexure 12. 
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シ販売会計で 104万ポンドの欠損を計上し， 1957

今tこは全額 152万ポンドの赤字を負って廃止され

る三とになった（注48¥

その後トウモロコシは自由市場販売にまかされ

たのであるが，第10去に示されるように1960年ま

ぞの生産者価格は紙下したにもかかわらず，市場

販売推定量は増大している。しかし 1961～62年に

は天候不順のため販売量が大福じ低下し， frlli格は

上斤ーした。 1961～62年のような例外を除いては，

タンガ、ニーカ全体の需要と供給は第10表の示す限

りでは一応釣り合っていると思われる。

1%3年にタンガニーカ政府は再び管理員長売機構

を導入した。すなわち同年に国民農産品ボード

(National Agricultural Products Board）を設立し，

トウモ ，1 コシおよび米の法的園内聞記売独占機構と

し，また国際貿易に関しては前記2産品のほかに，

カシューナッツ， 落花生，ゴマ，ヒマ種子，ヒマ

ワリ種子等油糧作物の販売独占機構とした（註49）。

同ボード設立の理由としては， アフリカ人小農の

販売協同組合を育成することが重要な題目として

含まれていた（出0)0 協同組合のみをボードの代理
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業者として認可し育成するという方式は， タンガ

ニーヵ；ニ::csIぜ、てこれまでコーヒー，綿花等の産品

についてよられてきたものである。 しかし輸出用

産品と異なり自国民が消費者である産品について

は， 流通「）非能率がただ%に社会的た問趨とされ

る。歴史口浅い同ボードも、すでiニ多くの困難に

遭遇している（出1)。

ウガングにおいては， 1954年よりトウモロコシ

販売は完全に自由化された。これ以前には政府に

よる，定地域での保証価格が定められどおり， こ

の地域では搬入されたトウモロコシは全最買い付

ける雑務を政府は負っていた。 1953年にはこの保

証価格は :tvlengoお上ぴ 13usoga地域でit 1袋38

シリンヘ他の地域では；mシリングと発表された

（注目。この高い保証価格の事前の発表により， ト

ウモロコシゾ）作付面積； t~号、激に増し悶年は 12万

5000トンのトウモロコシを政府は買，， ,fcj・けなけれ

ばならなかった。けっきょくその多くはケニアお

よびタンガニーカに輸出されたが， ウガンダ政府

はこの 1年で44万ポンドの欠損を出した叫詰）。政

府はその後トウモロ」ン生産を抑制する政策をと

り，販売は自由市場にまかせられた。

第11表および第12表はその後のウガンダにおけ

る推定販売E主輸出量，生産者価格の動きを見たも

のであるo 推定販売量の数字の精度はれl'Y1低いと

考えられる。ケニアおよびタンガニーカへの輸出

量はあまり多くないが， とれはこの 2地域が自己

の生産者保護のため， ウガンダから安し、トウモロ

コシがはいってくるのを好まず輸入許可を下ろさ

ないためで（注54），このような事情がなければウガ

ンダの東アブリカ全体に対するトウモロコシの供

給余力は非常に大きなものとなるであんうと考え

られる。ウガンダではトウモロコシはCashCropで、

あるし， 主産地のピクトリア湖沿岸地域は雨量も

筋10表 タンザニアのトウモ口コシ市場販売量と輸出入

年
平価均生産格者 推定市場 海総 量外ン） 海 外

販売阜： 出 輸入原
I ｛刀長l(1棚トン）（附ト (1附0トン）

1955 32.1 121 35.8 ml 
1956 28白6 60 106.4 nil 
1957 24.9 52 9.1 ml 
]958 26.7 68 1.2 0.4 
1959 24.9 70 6.2 nil 
1960 21. 4 78 43.7 

1961 33.8 51 2.4 55.4市

1962 33.8 72 0.1 67.6本

1963 32.1 n. d. 0.1 9.9 
1964 24.9 n. d. 30.9 n. d. 
1965 24.9 n. d. 0.5 6.4 

（注） ＊アメリカ対外援助による輸入を含む，
（出所） Tanz九nia, Statistical ,1bstracts, 19日，
1964. 

Tanzania, Monthly Statistical Bulletin, Oct. 

1966. 

East Africa Customs and Exci間 Dept.,Annual 

Trade Reports of Kenya，〔lKanda and Ta時 a・

nyika, 1955～1965. 

節11表 ウガンダのトウモロコシ市場販売量と海外
および域内輪出

l生産者価格！推定市場｜海 外！東アブリカ
年 I Iンリン＼ I販売最 i輸出量 i域内総出量；

I ＇グ／袋 fj(lOOOトンiI (1仰0トン）I c1000トω

1953 30 125 19.8 
1954 16～18 71 14.4 57.9 
1955 28 3.5 13.4 0.7 
1956 Hi 65 3.2 nil 
1957 12～14 45 0.4 :i..s 
1958 n.《I. 20 ml 
1959 n. d. 20 
1960 30～40 22 1.6 nil 
1961 16～22 62 9.7 
1962 14～：lO 5持 4.3 0.4 

1963 20～；；4牢 4.2 11. 7 
1964 24～：l8* 1.1 4.5 
196.5 :,o～54ホ 1.6 2.1 
1966 27.7 14.7 

（注） * Jinja価格。
f出所〕 Uganda, Dept. of Agriculture Annual 

Reports、1953～63.

Uganda, Dept. of Agriculture, Mo.珂thlyPnιU 

Bulletin. 

East Africa Customs and Excise Dept., Annual 

Trade Reports of Kenya, Uganda and Ta持g“

anyi.是a.

一定して地味；も肥えている。 したがって需要さえ

定まってくれば，低コストの生産者として生産は

急速に拡大する可能性が強い。 ウガンダを主供給

4ラ
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源とする東アフリカのトウモロコシ統 a市場は，

1952年♂j East African Cereals Pool U）廃止以来

姿を消してしまったが， その再建を提案すと｝者も

多い（注55）。

告白

第12表 うりンダ・トウ士いこl司ン生産者fitt1絡の動さ

I lit位．シリ斗 '.l ！災， Jinjaにおける価格）

月l12 34 56789川 12

1 9 6 2 i斗13026221持ユ222 18 15 15 Iら 20
1 9 6日乙o20 22 22 22 22 22 26 :n :t! :1:i :i4 
1 9 6 4 ：，り：－＼232 36 :J6 38 28 24 28 '27 30 ；封｝
1 9 6 5 30 31 32 42 48 54 :12 34 36 35 ;¥,J n.d. 
1 9 6 6 i n.d. 28 

（出所） Uganda, Dept. of Agriculture司 Manthly

Pricど !iullcti11.

(tt3肘j l,enya, Rep川 ・tof the Board 1nul,.,-the 

Chair削 nshiρ ofSir William Ihhotson on the 

Marketing of A1aize and Other Iケodu，・e,1952, 

P. 25. 

（注37) Jhi,l., p. 3.こし J以.：，；，：i供給の｛出j',i作 ！JI生を

極度に過少，，lfrliしている。

(/138) Kenya, Sessional Paper No. 6 of 1.IJ57 / 

58, p. 5. 

Ci主39〕 ］hid.,p. 7. 

（注40) II町！.， p. 11. 

( it41) II町I.,p. 9. 

（注42) Kenya, Report of the J'vfaize CommissiοH 

of b.叩・，iり， J966, p. 12. 

(i!A:l) If山！.， p. 15. 

（注4,1l IIよ.＜＇iではアブ Jり人’1，.産者がW,1日！日i.（；を組

織し，これがボードにより認可到付人としてま午nfされ

た場合は， s定量以上の集荷をまとめて ！~iの（＇；附に巡

搬Fれ日開：間以誕価怖かιJ布日／］＼賦課金むよか地方税を

差 L•JI 1.、／： / ハが支払Jdl / J 上主になっ f. 

(/l:4ci) ／ことえば M.ド l¥liracle，“An J•:cりnomic

Appraisal of Kenya’s Maize Control’＇， The l~ast 

African Emnom ic R引’iew,Dec. 195り

(/1:4ti I Ne/•ort of the 1l’川局長ing l'a rt_yげ thど

1¥Jaize M,,,.kding Board, C/'v1. M. BiW. ド／254,

1962, p. 10. 

〔/1.47〕 Kenya, R，’，port 011 the Kenya A1aize 

Industry, by V. G. Mathews, 1963, p. 37. 
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( IJ.48) Tanganyika, Annual Reρort of the 

(,rain Storage /)cJ•t., July 1956～July 1957, Appen 

d ix III, p. 12. 

（け.49) Tanzania, National Agricultural lう0・

ducts Board: Official H叩 dbook,1964. 

Ct主50) ボードの GeneralManagerとのインタ－

E ーによる f

（バ 51) たャ／ i J tの供給が 11'j'/日汚にしばしい t ,-

かなか J た。 Reporter,May 19, 1967参照。タンザニ

ブr)J一部の協同組合はその非能継のために強く非難さ

れ♂ t_・, Tanz泡E主i‘i，』f《，Pοrtof the f》P凶 identialSp《＇ci,,l 

Con11nittee of lよn《{11iryi舟toC守οο／>tγ・atitアg Alove 

111r11t and Morkγting Boards, 1966参照。

〔tt52〕 Uganda,Report of an Ad Hoc Commit・ 

tee on /1.-faize Marketing, 1954, p. 5. 

( il.53) A. Martin, 7克e Ala出ぜingof lvlmor 

（’rups in Uganda, I I. M. S. 0., London, 1963, p. 68 

（仕54) 世銀報告；.！:,tは，ケニア山こりような，ウ ;/J

ング・トウモロコシの輸入制限政策を非難している。

IBRI>, Economic Develoρ，nent of Uganda, Balti・

more, 1961, pp. l91～192. 

( (i55）た i:;:_ U Y. Kyesimira，“Kenya’s ,~1aize 

Muddle A Rejoinder", East Afi・ica Journal, 

June 1966, pp. 33～35. 

IV 略農品ボード

第l：章で見たように，東アフリカの酪農経営は

ケ二アのヨーロッパ人入植者によって始められ，

かれらの協同組合として発展し亡きた Kα二をrf1

心と Lて，バター，チーズ， クリーム等の酪農品

製造が行なわれるようになった。 しかしながら戦

rJIい段階では，飲用牛乳販売にはK配はあまり手

をのばしておらず，搾乳業を兼ねたヨーロッバ人

生産者ならびにアフリカ人牧省民が自由な経路を

使 vp て販売してし、たと考えられる。 これに対しヨ

- IJ 、ゾパ入酪農家の大多数を占める高地地域の

Mixed Farmerと呼ばれる人たちは（注56),KCCが

より手lj潤の多い飲用牛乳販売にものり出すべきだ

と考えていた。戦時中は東アフリカに多数の軍隊



が駐屯してし、たので， KCCはこの急速に増えた需

要を対象として，飲用牛乳市場に進出した。

1956年にはし F Troupを議長とするケニア酪

農産業調査委員会の報告書が政府に提出された。

同報告書は世界的な酪農品の供給過剰がせまりつ

つあることを警告し， このためケ二 f製ノξターの

輸出価格が低落する可能性を指摘しつつ，東アフ

リカ域内市場において酪農品，特に飲用牛乳の過

当競争が起こらないうちに政府は法的な管理体制

を整えるべきだという勧告を行なった W:57）。この

主張は KCCが1930年代より主張してU、たものと

全く同じ議論によるものであり， この報告書の勧

告に従って 1958年に設立されたケニアの酪農品ボ

ード（KenyaDairy Board略して KDB）は当然KCC

の利益を代表するものであったと考えてもよいで

あろう。

1956年の酪農産業報告書が勧告したボードの機

能は，次のような広範な分野にわたるものであっ

た。すなわち，

(a) 季節ごとの生産を調整するために各生産者

に飲用牛乳販売クオータを割り当てるか，あるいは

乾期の奨励金を決定しこれを支払う権限を持つ。

(b) 最低限の品質を保証するために，格付規準

ならびに標準を定め， 買い付け，販舟人を認可す

る権限を持つ。

(c) 生産物を効率的に販売するために， 認可貿

付人の監督，強制買上げ，ボードへの生産物所有

権の委譲を行なわしめる権限を持ち， 各酪農製品

の供給量を調整すをことができる。

いl) 公平でかつ安定した生産者仙i格を支払うた

めに， 各酪農品の品質規準ごとに生産者価格を同

定する， ただし特殊な条件下ではその固定価格を

変更すること， ある酪農品に賦課金をかけること

によって他の酪農品に補助を与えること，生産者

による販売契約の条件， 形式を決定すること，お

よび卸， 小売業者－の購入，販売価格を規定する権

限を持つ。

(e) 消費者に十分で安定的な牛乳の供給を行な

うために， 小売規準やその他販売条件を規制し，

小売業者ならびに生産／販売業者（搾乳業者〕を

認可し，集荷所ならびに販売所設置を許可する権

限を持つ。

(f) 生産，加工の能率を上げるために，事業所

内を検査し，登録済生産者，代理業者，加工業者

および小売業者より統計あるいは推計を徴集する

権限を持つ。またボードの業務遂行のために代理

業者を任命し，生産者に種々の便宜を提供して，

酪農業の発展をうながすことができる（注58）。

政府はこの報告書の勧告を全面的に受け入れた

のであるが， 消費者の利害に大きく影響するいく

つかの権限を使用する場合には， ボードは農務大

臣の認可を受けねばならないという点についての

み修正が行なわれた（注59)0 ボードは当初から Kα

と緊密な関係を保ち， Kα を唯一の業務代理者と

して任命した。

Kαは1955年より飲用牛乳販売クォータを生産

省に割り当て（注ω〕，この利潤の多い市場に対して

供給制限策をとってきた。しかしこの場合は KCC

以外の供給を管理することはできなかったのであ

るが， その後酪農品ボードがこのクォータ割当政

策を受けつぎ， より広範囲の生産者を対象として

ケオータを配分することができるようになったた

め，供給制限は一段と実行しやすくなった（1£61)。

KCCは各地域の生産者に 3種類の乳価を定めて

L、る。第13表は 1963/64年の生産者価格体系を見

たものである。

さらに最近では煉乳および粉乳の原料となる加

に用牛乳の需要が増えたため，新たに特約による
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牛乳を撚人しなければならなし、

d判所） Kenya, Dairy Commission υ／ I,,卯 iry

Rt／川 rt,Jfl(,'5 (rninwo）および Deptof Agrictd-

lure, Kenyaより等音の得たギーケによる

買付を始めたが，この特約手L(Contract milk）の生

産者ー価格は Pool！と PoolI1 fuli1告の中間に｛＞＇r.[r
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生産者が価格びlr高レケォータにできるだけ多く

の午乳を売りたし、と路長うのは当然で， 特にアフ 1)

力人の入植，il岡地や， 占〈からのアブリカ人地肢

で新たに乳ム下ぎ買し、入れた，j 、:C~かんヴ才、ータの害lj

当てを要求する声が強くなってきい、るけ 196:-¥if 

fi Ji 10 Fl現在のが；用牛乳ケォーケ希望申込waitin広

listで（士、日号；（J:'.15が口ンの申込芹が認可を待っ

てレたは日＇ o このためケオークそのものに｛必1[1：が

発生し，日空 1ガロンの '7tーゲか高｛出iで売買さ

れるように，＼ I)' ボード自身いt－》きょく二れを

認め 5るをえなくたって， 1 ガロン~fこりク寸－

7につきJOポンドのfilti格で生産－者間の担当ての移

転を許すようになず）たのであるtii品、。

Lスーl二見てきたクオータのシステムはア 7リカ人

による酪毘経営への進／JIを岨むものである。 7ォ

ータl土半くから酪思経営に従事してし、たヨーロノ

パ人生産者の既得権益となり，新規参入のアフリ

ガ人生！了王者；二：t毎年少号（，＇） ケォー引が与えられて

きただけであった、ケニア全体で1%]'q'-6 Jl現｛L

5B7の生産台か日号；t7J 1:;rnガロン山クオークを

48 

持ってし、たが， その大部分はヨーロ、ソパ人生産言

で， 7 7 リカ人の場合は協同組合単位で I生産者

と数えられてし、たのである（川町 1965年のケニア

酪長調査委員会報告書は， このケォーヲの問題を

調査内中心山一つにすえて，将来ケォータの漸次

撤廃と，よ；）ゆるやカ、な条件の特章＇. J生産（Cont悶aι．

によつてニjl〆に代える二とを勧告している (14'66¥

エ：1単に見たように， ケニアの酷農品は東アフ

リカ共通の高し、対外輸入関税と域内自由市場の存

在に上り， 東アフリカ 3同にまたがる市場をおさ

えてきた。特に KCC のパターは東アフリカにお

~14表 KCCノミゲーの市場別販売量

u引責， I削除重量；ポンド）

{j：本 東アアリカ ロンドン！市他けSの〆開今輸右出
市均 1,,J rh i易［古i 1,・,1 

19.'>4/5;, 6,281 1,2'.B 1,504 9,01持

1%8 6,4らl 71'¥4 2,588 9，品2:1
j %9 6,.'>72 :-l,817 ：に－118 1:l, 808 
］り“（｝ 7守 JO日 2,402 2,666 12,176 

191;1 7 ,01凡 2,419 2,635 12,07:l 
iリ1-;2 6,870 2,0% l、900 10,866 
19β1 !i,;,91 :l,4:¥0 2,.'i09 12,ci'.-)() 
iリfi,j 6,804 三，727 J ,923 11,5'..'4 
]%:, 6, 7:l2 1,287 2噌 076 10,096 

ern ホ 19:,,1/5s,n士院医年度＇ f也はi符年。
U+Jド可） Kenya Co operative 仁reameries Ltd., 

11nnual iえてf>t，γts.
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いて独占的な市場を持ったのであるが，供給量が

域内需要を越えてL‘るために，相当な敏を競争の

識しい， げIt外di場に低価絡で売「》なければならな

い。この輸出分の欠損を KCCは東アフリカ市場

に販売するパターおよび飲用牛乳を含む他の酪農

品に高v,{i]f1格をつけることによわ織ってし、ると見

られる。号待14表はKCCパターの各市場＇，｝ lj販売怪，

第15表は KCCパターの市場別販売価格差を示し

たものである。

以上見たよろなケ二ア酪良品ボー 1ごと KC℃に

よる市場別価格差別政策は，東アフリカ共同市場

のシステムを志用するものであるどして， ウガン

ダおよびタンザヱアから不満が出るのじむしろ当

然であろう。 これまでウガンダ，グンザエアの両

国とも， 自然条件その他の閤難があることから酪

農の自国内での振興にtまあまり熱らではなかった

が，最近両国とも酪農品ボードを設置して，酪農

品生産に乗り出すことになったのも， このような

不満から発しているわけである。 しかし三つのボ

ー！？がこ円して東アフリカ市場を分断することに

よる全体の経済的損失も大きく，やはりなんらか

の共同市場を維持し上うとする動きが出ることも

考えられおが， いずれにしてもケニア酪農品の市

場別価格鑑別政策は解消されねばならないであろ

ワ。

「注56) Mixed Farming （混合I!'・｛＇；／！：経＼1:t；）をfrなっ

ている農場主。 MixedFarmingは農場をいくつかに

R切り，，J、変， lウモロコ v，牧草寺を交互に紛｛干し

て，穀物生産と酷農生産を同時に行なう経符方式であ

ζ。したがって刀ーロッパ人の小き芝生産f;, トウモロ

つシ生産者，目持農I日生産者は奥なる人々ではなく問一

何人たちをさす頃合力、多い。

f注57〕 Kenya, Report of the Committee of 

Inquiry into the Dairy lndustη，1956, p. 18. 

（注SRI Kenya，“Report of the Committee of lnqu-

iry into the Dairy Industry, 1956”， S何 sionalPaper 

No. 9 of 1956/57, pp. 5～6. 

（注59〕 Ibid.,p.6 

f注臼）〉 K. C. C. Ltd., Annual General Meeting 

1956, :Minutes and Chai，・川an'sSpeech, p. 6. 

（注61) クォ－ ！， の配分it K. D. B./K. C C. Joint 

Quota Committee によって決定される。

（注62) Kenya, The Dai1:y Commission of 

'lnquiiッReport,1965 (Mimeo ), pp. 11～12. 

（沼：6:l) Dept，。fAgricultur丘， Kenya.I:り家計の

得たデータによる。

（注64〕 Kenya,Dairy Commission of Inquiry 

Rψort, 1965 (mimeo), p. 11. 

（注65) Dept. of Agriculture, Kenyaより筆者の

得たデータによる。

〈注66) Kenya, Dairy C，》mmis灯οnRef,ort, 1965 

(m凶irro ） 

結 び

以上の分析をまとめて次のように結論すること

ができるであろう。

歴史的に見て，東アフリカにおける間内向け農

産品のマーケッティング・ボードl土，ヨーロッパ入

入植者の襲請のもとに， そのイニシャティブによ

って設立されたものが主である。その発端は 1930

年代前半の世界経済恐慌により農産品世界市場価

格が下がったため， それまで輸出のほぼ全量を供

給していたヨーロッパ人生産者が，東アフリカ域

内共通報i入関税で保護された域内市場に供給を転

換し， その供給食を制限して価格維持をはかろう

とした。そしてアフリカ人を含む金生産者の販売

をプールし，一元化しようと試みたことにあった。

この要請は小麦を除いて 1930年代には十分に達成

はされなかったが，第2次世界大戦中の食糧管理

の必要からその多くが実現した。戦後色ヨーロツ

パ人生産者の圧力により， この管理体制はマーケ

ッティング・ボードあるいは単にボードという名

を持って存続し，また強化された。

49 
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この場合当然ヨーロッバ人生産者とアフリカ人

生産者の生産コストのi主ーいが， ，）：ートによる＇Ht

：者価格の決定等の際に問題となるわけでふみの ア

フ3カ人による食糧農産［もの！J::iWコスト；こつぜ、と

はいまだに多くの事柄が不明であるがー東アヴリ

カの場企は， コストは現在に烹るまで非常に低い

ものであろと考えられる 3 これはヨードッパ人F主

産者が滋にアフリカ人生産者との競争を恐れてき

穴ことかじも推定できる》域内市場it輸出市J;j，｝と

比べて11¥'-1質管理の問題もそれほど重要でなく， 負

（市南題の存在いにし、東γ フリカでは， アフ 1）ヵヘ
小農は，生産物を比較的自由に販売しうる立場に

山る。

このこうな条件下で自由市場を保持してゆくの

は‘ヨ一口ツノ：人入植ιI＞利益と（土なじなか J た。

したがってかれらは政府に働きかけ，政府による

ii j場へ，，u味合1流；！jiJという役割古ポートUiこなわせ

売ので tふろ。 ボードに主る生産高一価格の［司定；士、

ヨーロッパ人生産者の生産コストを基準として定

められと｝ょう iこなったれ

小麦のようにアフリカ人生産者が数少なく， ア

ーァリカ人の需要ι多く trい産！日につU、て；主この方

式が比較的容易に行なわれたが， トウモロコシや

昨農品山場合（勺上うに， アフリカ人生産者が多い

産品については， 問題は簡単ではなかった。特に

づアフリカ人の多数の主食穀物であるト「7モロコシ

については，現在のボード方式は多くの問題点を

持っている。たとえばヨーロッバ人生産者コスト

を基準とした価格体系により， ケニ7ーでは供給量

が急速に増加し，生産者価格を下回る価格で，大

原の輸出を行なわねばならなし、年が増え，不作：の

年はボー iごへのアフリカ人生産者からの供給が激

減し，地場市甥へ流れる量が増えるのであるηj也

場市場は District内でのみ取引を許されているか

ラ。

ら，生産地から離れてし、る都市人口の需要は満た

「ことカ‘できなし九

このように現布のトウモロコシ・ボードの役割

It国内市場の形成といほど遠い状態にある。 より

有効的に圏内市場の形成を目ぎすためには， アフ

リカ人生産のトウモロコシの生産性を高め，安価

で安定的な市場供給がたされるよう販完機構をよ

り競争的なものに再組織する必要があるのではな

L、かと ｝，＼！，われ丘、 この場合には気候的により安定

したウガンダを含めた策アフリカ全体としての構

想がわられるべきであろう。

ケニアのヨ一口、ソパ人生産者による小麦供給の

独占や，酪農品の市場日I］販売価格差別政策は‘東

アフリカ 3国聞に緊張を生み， ウガンダ，タンザ、

ニアiこ独持のボード設置のき封jぎをつくり出した。

竺れまでの同産品に関して打在してきた東アフリ

カ共同市場がこのまりjきで分断されるか，現状のわ

ずかな変革に左 rまるかはか主だ不明であるが，

いずれにしても今後の 3国聞の協力関係の大きな

懸案宗項とな／， て残るであろう。

（調資研究部〉
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